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に
か
か
わ
る
事
柄
で
、
区
独
自
で

行
う
考
え
は
な
い
。

東
日
本
大
震
災
に
お
け
る

区
内
の
被
害
実
態
を
調
査
し
、

地
域
防
災
計
画
に
生
か
せ

q
区
が
つ
か
ん
だ
被
害
状
況
な

ど
は
。
w
津
波
の
状
況
は
。
e
保

育
園
、
小
中
学
校
、
す
ま
い
る
ス

ク
ー
ル
、
障
害
者
や
高
齢
者
施
設

で
の
対
応
と
教
訓
は
。
r
区
内
の

被
害
実
態
を
調
査
し
、
教
訓
を
地

域
防
災
計
画
に
生
か
し
て
は
。

t
耐
震
診
断
を
申
請
し
て
受
け
ら

れ
る
ま
で
２
か
月
も
か
か
る
。
区

の
責
任
で
耐
震
診
断
士
を
早
急
に

増
員
し
て
は
。
y
補
強
工
事
の
体

制
を
強
化
し
て
は
。
u
多
く
の
人

が
気
軽
に
診
断
で
き
る
よ
う
に
、

木
造
住
宅
に
対
す
る
耐
震
診
断
の

自
己
負
担
６
万
円
の
無
料
化
を
求

め
る
。
i
家
具
転
倒
防
止
器
具
設

置
の
助
成
を
高
齢
者
や
障
害
者
世

帯
だ
け
で
な
く
全
世
帯
に
拡
大
し
、

無
料
と
し
て
は
。

防
災
ま
ち
づ
く
り
事
業
部
長

q
区
有
施
設
等
は
使
用
に
支
障
を

き
た
す
程
の
大
き
な
被
害
は
な
い
。

民
間
施
設
で
は
共
同
住
宅
１
室
の

焼
損
火
災
や
建
物
外
壁
の
亀
裂
な

ど
13
件
、
水
道
管
破
裂
が
３
件
、

道
路
等
の
損
傷
16
件
、
液
状
化
に

よ
る
と
思
わ
れ
る
被
害
が
２
件
と

報
告
を
受
け
た
。
w
晴
海
ふ
頭
で

1.5
ｍ
を
観
測
し
た
。
e
保
護
者
の

迎
え
が
あ
る
ま
で
預
か
る
、
施
設

に
泊
ま
っ
て
い
た
だ
く
な
ど
臨
機

応
変
に
対
応
し
た
。
事
前
の
取
り

決
め
の
必
要
性
を
再
確
認
し
た
。

r
改
め
て
実
態
調
査
を
行
う
考
え

は
な
い
。
t
診
断
の
信
頼
性
も
求

め
ら
れ
る
た
め
容
易
に
増
員
が
で

き
な
い
。
y
一
戸
建
て
木
造
住
宅

の
助
成
の
上
限
を
増
額
す
る
な
ど

施
策
の
強
化
を
図
っ
て
い
る
。

ら
し
合
わ
せ
つ
つ
適
切
な
対
応
を

と
る
。
5
保
健
セ
ン
タ
ー
等
で
対

応
す
る
な
ど
だ
。
i
３
月
693
件
、

４
月
265
件
、
５
月
356
件
な
ど
だ
。

o
緊
急
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
た
。

今
後
は
景
況
調
査
の
中
で
把
握
す

る
。
!0
現
時
点
で
は
定
か
で
な
い
。

教
育
次
長

q
e
4
都
が
必
要

な
い
と
し
た
中
、
２
校
を
抽
出
し

急
ぎ
実
施
し
た
。
w
安
全
の
確
認

を
徹
底
し
内
容
は
公
表
し
て
い
る
。

総
務
部
長

e
3
６
月
か
ら
９

月
で
166
名
だ
。
e
民
生
委
員
等
の

個
別
訪
問
で
周
知
・
対
策
を
講
じ

る
な
ど
だ
。
r
ほ
ぼ
整
備
さ
れ
て

い
る
。
t
約
180
名
で
、
区
と
事
業

者
等
で
情
報
の
共
有
化
な
ど
を
行

っ
て
い
る
。
y
非
常
電
源
の
設
置

準
備
な
ど
啓
発
を
考
え
て
い
る
。

u
幅
広
い
視
点
か
ら
検
討
す
る
。

防
災
ま
ち
づ
く
り
事
業
部
長

!1
3
早
急
に
着
手
し
、
計
画
の
見

直
し
を
行
う
。
e
初
動
マ
ニ
ュ
ア

ル
の
改
訂
に
生
か
す
。
!2
23
年
度

末
の
策
定
を
目
途
に
作
業
に
着
手

し
た
。
!3
必
要
な
支
援
策
の
検
討

を
行
う
。
!4
3
身
体
障
害
者
は
３

千
347
名
、
要
介
護
認
定
者
は
７
千

468
名
な
ど
だ
。
e
22
年
度
は
２
千

997
名
だ
。
4
民
生
委
員
協
議
会
な

ど
で
の
周
知
等
を
行
っ
て
い
る
。

5
22
年
度
は
15
回
だ
。
6
個
別
支

援
プ
ラ
ン
づ
く
り
の
結
果
を
検
証

し
、
拡
大
す
る
な
ど
だ
。
!5
3
必

要
に
応
じ
改
善
指
導
を
し
て
い
る
。

e
ア
ド
バ
イ
ス
が
で
き
る
よ
う
研

究
す
る
。
4
大
き
な
被
害
は
な
か

q
放
射
線
量
に
つ
い
て
3
測
定

値
が
上
が
っ
た
場
合
は
。
e
早
く

測
定
を
す
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
。

4
全
校
調
査
を
。
5
相
談
窓
口
等

を
。
w
給
食
食
材
の
産
地
情
報
の

提
供
等
を
。
e
熱
中
症
に
つ
い
て

3
昨
夏
倒
れ
た
方
は
。
e
対
策
は
。

r
高
齢
者
施
設
等
の
自
家
発
電
の

備
え
は
。
t
在
宅
療
養
患
者
の
数

と
停
電
時
の
対
応
は
。
y
自
家
発

電
等
の
導
入
支
援
策
を
。
u
代
替

エ
ネ
ル
ギ
ー
導
入
な
ど
の
検
討
を
。

i
震
災
以
降
、
区
内
企
業
か
ら
の

の
融
資
の
相
談
件
数
は
。
o
区
内

中
小
企
業
の
実
態
調
査
を
。
!0
平

成
24
年
度
の
税
収
等
の
見
通
し
は
。

!1
地
域
防
災
計
画
に
つ
い
て
3
修

正
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
等
は
。
e
被
災

地
へ
派
遣
さ
れ
た
職
員
の
経
験
を

共
有
す
る
方
策
を
。
!2
区
の
Ｂ
Ｃ

Ｐ
の
策
定
状
況
は
。
!3
区
内
企
業

の
Ｂ
Ｃ
Ｐ
策
定
の
後
押
し
を
す
る

施
策
は
。
!4
要
援
護
者
に
つ
い
て

3
対
象
者
数
は
。
e
登
録
者
数
は
。

4
登
録
者
を
増
や
す
働
き
か
け
は
。

5
避
難
誘
導
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は

年
間
何
回
か
。
6
避
難
協
力
体
制

づ
く
り
は
。
!5
高
層
住
宅
に
つ
い

て
3
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
機
能
の
把
握

を
。
e
一
時
避
難
ス
ペ
ー
ス
を
設

け
る
働
き
か
け
を
。
4
再
開
発
計

画
に
影
響
は
。
5
備
蓄
な
ど
区
が

イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
と
っ
て
は
。

!6
今
回
の
津
波
の
高
さ
は
。
!7
防

潮
堤
な
ど
の
整
備
は
。
!8
応
急
的

な
対
策
も
必
要
で
は
。

区
長

q
3
国
等
の
基
準
と
照

っ
た
。
5
必
要
な
検
討
を
行
う
。

!6
晴
海
で
1.5
ｍ
だ
。
!7
立
会
川
の

河
口
部
を
除
き
整
備
が
進
め
ら
れ

て
い
る
。
!8
基
礎
調
査
等
を
踏
ま

え
、
必
要
な
検
討
を
行
う
。

子
育
て
支
援
・
学
校
教
育
の
充
実

に
つ
い
て

q
な
ぜ
新
規
入
園
児
数
が
減
少

し
て
い
る
の
か
。
w
待
機
児
童
数

が
減
っ
て
い
な
い
の
は
。
e
保
育

マ
マ
制
度
に
つ
い
て
3
個
人
型
と

事
業
所
型
の
定
員
と
利
用
者
数
は
。

e
応
能
負
担
を
取
り
入
れ
る
べ
き

で
は
。
r
小
中
学
校
教
職
員
の
産

休
・
育
児
休
業
等
の
3
取
得
状
況

は
。
e
代
替
要
員
等
の
対
応
は
。

子
ど
も
未
来
事
業
部
長

q
２

歳
児
以
上
の
入
園
児
が
減
っ
た
こ

と
に
よ
る
。
w
特
定
の
園
の
み
の

希
望
者
数
と
、
認
証
保
育
所
の
在

園
児
の
申
し
込
み
者
数
が
減
少
し

た
た
め
だ
。
e
3
６
月
１
日
現
在

で
在
宅
型
が
定
員
６
人
で
利
用
者

は
３
人
、
事
業
所
型
が
定
員
19
人

で
利
用
者
は
13
人
だ
。
e
補
助
金

の
額
と
と
も
に
検
証
す
る
。

教
育
次
長

r
3
６
月
１
日
現

在
、
産
休
24
名
で
育
児
休
業
21
名

等
だ
。
e
学
校
長
が
区
を
経
由
し

て
都
へ
補
充
申
請
を
行
う
な
ど
だ
。

区
内
施
設
の
運
営
に
つ
い
て

q
武
蔵
小
山
創
業
支
援
セ
ン
タ

ー
の
3
設
置
の
目
的
は
。
e
起
業

に
結
び
つ
い
た
件
数
等
は
。
4
区

民
に
納
得
の
い
く
運
営
と
成
果
を

示
す
こ
と
に
対
す
る
見
解
は
。

地
域
振
興
事
業
部
長

q
3
起

業
の
た
め
の
事
務
室
や
試
験
的
な

物
品
販
売
を
行
え
る
場
の
提
供
な

ど
だ
。
e
起
業
に
至
っ
た
人
数
は

約
50
人
だ
。
4
運
営
や
評
価
の
方

法
な
ど
に
つ
い
て
模
索
し
て
い
く
。

q
区
長
は
原
発
の
危
険
性
を
ど

の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
の
か
。

原
発
か
ら
の
撤
退
を
国
に
求
め
て

は
。
w
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
や

自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
が
必

要
だ
が
、
見
解
は
。
省
エ
ネ
ル
ギ

ー
社
会
等
へ
の
啓
発
や
普
及
に
積

極
的
に
取
り
組
ん
で
は
。
e
被
災

者
へ
の
支
援
策
に
つ
い
て
3
実
態

調
査
を
行
っ
て
は
。
e
区
民
住
宅

の
受
け
入
れ
を
生
活
再
建
の
見
通

し
が
つ
く
ま
で
延
期
し
て
は
。

4
東
京
電
力
へ
電
気
料
金
の
免
除

な
ど
を
申
し
入
れ
て
は
。
5
エ
ア

コ
ン
の
設
置
を
国
等
に
求
め
て
は
。

区
長

q
国
の
責
任
に
お
い
て

判
断
す
べ
き
事
項
で
あ
り
、
一
自

治
体
の
長
と
し
て
意
見
す
る
こ
と

は
控
え
る
べ
き
と
考
え
る
。
w
太

陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
等
設
置
助
成

な
ど
を
継
続
し
、
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー
や
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
普

及
啓
発
に
努
め
る
。
e
3
改
め
て

実
施
す
る
考
え
は
な
い
。
e
個
別

の
状
況
を
把
握
し
、
必
要
な
判
断

を
行
っ
て
い
く
。
4
5
さ
ら
な
る

負
担
軽
減
を
国
や
東
電
に
働
き
か

け
る
こ
と
は
被
災
者
全
体
の
支
援

石田ちひろ　議員（共産）

原発からの撤退を国に求め、
自然エネルギーへの転換を

東
日
本
大
震
災
へ
の
対
応
と

今
後
の
防
災
体
制
に
つ
い
て

阿
部
祐
美
子
　
議
員

（
民
・
改
）

u
今
年
度
よ
り
無
料
で
簡
易
診
断

を
行
っ
て
お
り
、
一
般
診
断
の
無

料
化
を
行
う
考
え
は
な
い
。
i
自

助
の
分
野
で
あ
り
、
助
成
対
象
拡

大
や
無
償
化
す
る
考
え
は
な
い
。

就
労
・
自
立
に
困
難
を
抱
え
た

若
者
に
支
援
を

q
実
態
と
か
み
あ
っ
た
支
援
策

は
。
w
関
係
各
所
が
連
携
し
て
若

者
の
実
態
を
把
握
し
、
横
断
的
な

会
議
を
開
催
し
て
は
。
e
支
援
を

行
う
拠
点
と
な
る
地
域
サ
ポ
ー
ト

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
設
置
を
。
r
ひ

き
こ
も
り
支
援
に
つ
い
て
、
就
労

や
自
立
に
向
け
た
支
援
の
実
施
を
。

t
区
の
働
き
か
け
で
雇
用
や
就
労

訓
練
の
場
を
つ
く
っ
て
は
。

子
ど
も
未
来
事
業
部
長

q
発

達
障
害
の
方
に
は
個
別
支
援
な
ど

を
通
じ
て
自
立
を
促
し
て
い
る
。

精
神
障
害
の
方
に
は
就
労
支
援
な

ど
総
合
的
な
相
談
を
実
施
し
て
い

る
。
w
既
に
関
係
部
署
の
連
携
を

行
っ
て
お
り
、
新
た
な
会
議
を
開

催
す
る
考
え
は
な
い
。
実
態
把
握

な
ど
も
各
部
署
が
現
在
職
務
中
に

行
っ
て
い
る
。
e
全
国
に
100
か
所
、

都
に
も
６
か
所
あ
り
、
品
川
区
に

設
置
す
る
予
定
は
な
い
。
r
検
討

を
し
て
い
る
。
t
区
独
自
で
設
置

す
る
予
定
は
な
い
。

南
品
川
に
公
衆
浴
場
の
設
置
を

q
行
政
が
区
民
の
公
衆
衛
生
を

守
る
の
は
当
然
だ
。
南
品
川
に
公

衆
浴
場
の
設
置
を
。
w
入
浴
困
難

な
区
民
の
足
と
な
り
、
便
利
な
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
を
運
行
し
て
は
。

健
康
福
祉
事
業
部
長

q
区
と

し
て
新
た
に
設
置
す
る
考
え
は
な

い
。
w
区
内
で
は
交
通
網
が
完
備

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
導
入
の

考
え
は
な
い
。

平
成
22
年
第
４
回
定
例
会
で
採
択
し
、
区
長
に
報
告
を
求
め

た
請
願
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
お
知

ら
せ
い
た
し
ま
す
。

品
川
区
私
立
幼
稚
園
児
保
護
者
負
担
教
育
費
軽
減
に
関
す
る
請
願

１
・
保
護
者
補
助
金
の
所
得
制
限
の
緩
和
に
つ
い
て

保
護
者
補
助
金
は
、
保
護
者
の
負
担
軽
減
、
公
私
格
差
の
是

正
を
目
的
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
品
川
区
と
し
て
も
厳

し
い
財
政
状
況
が
続
く
中
、
補
助
金
制
度
の
維
持
に
向
け
て
努

力
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

こ
の
制
度
は
、
幼
児
教
育
の
機
会
を
等
し
く
確
保
す
る
た
め
、

一
定
の
所
得
制
限
の
下
で
補
助
金
を
交
付
し
て
き
た
も
の
で
す

が
、
景
気
低
迷
の
影
響
に
よ
り
、
公
私
立
間
の
負
担
が
広
が
り

を
み
せ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
平
成
22
年
度
は
、
所
得
制

限
の
上
限
を
区
民
税
所
得
割
額
21
万
６
千
700
円
か
ら
26
万
３
千

500
円
に
緩
和
し
、
補
助
対
象
者
を
広
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
保
護

者
負
担
の
軽
減
を
図
り
ま
し
た
。

採
択
し
、
報
告
を
求
め
た
請
願
に
つ
い
て


